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中小企業者等の少額減価償却資産の改正
令和 8 年度税制改正大綱では、昨今の物価上昇を踏まえ、『中小企業者等の少額減価償却資産

の取得価額の損金算入特例』における 30 万未満の取得価額基準を 40 万円未満に引き上げること

等が示されました。 

今回の改正で、現行の制度との変更点は以下になります。 

① 対象となる減価償却資産の取得価額を 40 万円未満（現行：30 万円未満）に引き上げ 

② 対象法人から常時使用する従業員数が 400 人超の法人を除外 

     令和 8 年 4 月 1 日以後に取得等をする少額減価償却資産について適用される予定です。 

適用期限は、令和 11 年 3 月 31 日です。また金額判定で税抜処理を選んでいる場合は、税抜 40

万円未満の資産に適用します。 

   これまで通り、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入特例（法令 133）」と「一括償却資

産の損金算入特例（法令 133 の 2）」の基準の引き上げは行われないため各特例ごとに、取得価額

基準等の金額を確認する必要があります。 

【参考】各特例に係る取得価額基準等の比較 
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かわら版をご覧の皆様こんにちは。寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 
体調にはくれぐれもお気をつけください。今回は「令和 8年度税制改正」より「少額減価償却資産の損

金算入特例」の改正を紹介します。 


